
島根大学におけるコロナウイルス感染症
（COVID-19）対応に関して

松江キャンパス在籍の教職員の方へ



世界の状況

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

WHO HP Novel Coronavirus (COVID-19) Situationより引用

2020年3月25日時点

現在、全世界的なパンデミックの渦中



日本の状況

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020 年 3 月
19 日）より引用

すでに欧米の各国では爆発的感染（オー
バーシュート）が起きている一方、日本
は現時点では起きていない

しかし、いつ日本国内でオーバーシュー
トがおきてもおかしくない状況

事実
2020年03月25日
「オーバーシュートの重大局面」東京都内で新たに41
人感染、小池都知事が週末の外出自粛を要請



日本国内・島根県の状況

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症国内事例より引用
https://mhlw-
gis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c2ac63d9dd05406da
b7407b5053d108e

3月24日時点 都道府県別感染者数

厚生労働省HP 国内事例における都道府県別の患者報告数（2020年3月25日12時時
点）より引用
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612818.pdf

島根大学は安心．．．？



背景の異なる松江キャンパスの構成員約5,000名が対策なしに一気に集うことは
感染拡大のリスクと考えます

4月には全国から新入生

国内外へ出かけていた在校生・教職員

島根県内で移動していない教職員（どこかで感染者と接触している可能性もあり）



島根大学の方針
①松江キャンパスでは授業は4月7日(火)から4月13日(月)まで臨時休講とし、4月14日(火)から開
始となります。
②新入生、全在校生については4月1日から13日までのおよそ2週間はオリエンテーションや健診
など大学からの指示で来校する以外は登校及び不要不急の外出は避けるように要請します。
③松江キャンパス全構成員（新入生・在校生・教職員）に対しては4月1日から13日までの約2週
間の健康観察を行い、その間の有症状者は症状が軽快するまで大学への通勤・通学を禁止とし、
大学内での感染拡大の防止および大学がクラスター源となる可能性の低下に努めることとします。

⚫ 健康観察には「健康日記」（WEBツール）もしくは「自己健康管理票」（PDF）をご使用
下さい。保健管理センターＨＰからダウンロードを行うことができます。
https://shimane-u.health.wdeco.jp/_/view/89

⚫ 13日までに発熱や呼吸器症状等が出現した方はその時点で保健管理センターにメール
（health@soc.shimane-u.ac.jp）で「健康日記」もしくは「自己健康管理票」を送ってご相
談ください。メールの題名には職員番号と氏名を入れて下さい。

⚫ 症状のない方の「健康日記」や「自己健康管理票」の提出は必要ありません。
⚫ 14日の時点で発熱や呼吸器症状がある人は出勤を禁止とします。
⚫ 学 生 ・ 教 職 員 の 出 席 停 止 （ 就 業 禁 止 ） の 取 り 扱 い https://www.shimane-

u.ac.jp/docs/2020031700029/#６

https://shimane-u.health.wdeco.jp/_/view/89
https://www.shimane-u.ac.jp/docs/2020031700029/#６


＊大学として求められている対策は以下の3つの条件の重なりを避けることです。

＊授業開始に伴う、具体的な対策に関しては新型コロナウイルス感染症対策本部
から教職員向けに近日中にお知らせが配信される予定です。



島根大学 COVID-19対応 3つのフローチャート

＊現在、島根大学は以下の3つのフローで学内構成員の状況の把握を行ってい
ます。
＊詳細は島根大学ＨＰ、新型コロナウイルスに対する対応についてまたは保健
管理センターＨＰのご確認をお願いします。

●新型コロナウイルス感染症の予防及び相談・受診の人へ

●日本国内で新型コロナウイルス感染症または疑いと診断された人と
濃厚接触した人へ

https://www.shimane-u.ac.jp/docs/2020031300014/file_contents/kansen20200304.pdf

●感染症危険レベル2以上の地域から帰国、来日した学生・教職員ま
たはその人と濃厚接触した人へ Ver.4.0

https://www.shimane-u.ac.jp/docs/2020031300014/file_contents/kikoku20200304.pdf

https://www.shimane-u.ac.jp/docs/2020031300014/file_contents/soudan20200304.pdf



相談先

• 島根大学保健管理センター松江
平日：8時30分～18時

電話:0852-32-6568 Fax:0852-32-6497
メール：health@soc.shimane-u.ac.jp

• 島根県帰国者・接触者相談センター（新型コロナウイルス感染疑いの相談）
平日：８時30分～17時15分（緊急時は24時間対応）
電話：0852-33-7673

・松江市・島根県共同設置松江保健所（感染が疑われる以外の一般的な相談）
平日：８時30分～17時15分
電話：0852-33-7638

mailto:health@soc.shimane-u.ac.jp


WHO緊急事態宣言・指定感染症への指定

世界各国での緊急事態宣言やロックダウン（都市封鎖）

外務省からの全世界に対する危険情報の発出

必要以上に恐れる必要はありませんが、大学内での
感染拡大抑制へのできる限りの配慮をお願いします

最後に

東京2020オリンピックの延期
・
・
・


